
令和 7 年度第 3 回二宮町国民健康保険運営協議会次第 

 

日  時   令和 7 年 12 月 16 日（火） 

                                    13 時 00 分～ 

場  所   二宮町役場 第 1 会議室 

 

１．開  会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議  事 

（１）令和 8 年度保険税率・納付金(仮算定)について 

 

４.その他 

 

５．閉  会 

 

 

 

 

 

 



〇令和８年度保険税率等

所得割額
均等割額
平等割額
所得割額
均等割額
平等割額
所得割額
均等割額
所得割額
均等割額
均等割額

１８歳以上上乗分

※18歳を迎える年度末までの被保険者の子ども・子育て支援金分の均等割は全額免除

〇国保事業費納付金の推移

【算定にあたって】

50円

子ども分
1,400円

1,350円

　令和８年度からは新たな子ども・子育て支援金分を上乗せし、下記税率等とすることを提案します。

・子ども・子育て支援金分については、基金を500万円取崩し、加入者の方の負担軽減を図ったうえで
　の税率等としています。
・医療分・後期支援分・介護分については、県への納付金は増加しているものの、来年度(令和8年度)へ
　一定の繰越額が見込めること等から据え置きとしています。

介護分
2.55% 2.55% 2.00%

17,000円 17,000円 17,000円
0.21%

後期支援金分
2.65% 2.65% 2.10%

10,900円 10,900円 9,400円
7,800円 7,800円 7,800円

　区分
年度　

令和8年度 令和6・7年度 令和３～5年度

医療分
6.93% 6.93% 6.25%

25,600円 25,600円 25,600円
26,200円 26,200円 26,200円

令和8年度保険税率・納付金(仮算定)について
資料1

808,144,933

776,231,691 779,805,947

824,540,018

804,287,840

764,149,633

786,057,552

730,000,000

740,000,000

750,000,000

760,000,000

770,000,000

780,000,000

790,000,000

800,000,000

810,000,000

820,000,000

830,000,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

国保事業費納付金の推移
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➤算定方式について

【2方式とする理由】

〇3方式とした場合の影響額

2方式
均等割 平等割 均等割

1人世帯 1,000円 600円 1,400円 200円
2人世帯 2,000円 600円 2,800円 -200円
3人世帯 3,000円 600円 4,200円 -600円
4人世帯 4,000円 600円 5,600円 -1,000円
5人世帯 5,000円 600円 7,000円 -1,400円
６人世帯 6,000円 600円 8,400円 -1,800円

➤基金の取崩しによる保険税率等の上昇緩和

〇子ども・子育て支援金課税額(単身世帯)

課税額 課税額
2,597円 3,182円 585円
4,697円 5,782円 1,085円
6,797円 8,382円 1,585円
8,897円 10,982円 2,085円
2,830円 3,400円 570円

※所得割：0.21%　均等割：1,400円で算出

〇基金残高
令和6年度末 令和7年度利子収入 令和7年度積立(仮) 令和7年度末(見込)
72,914千円 200千円 30,000千円 103,114千円

※3方式とした場合の税率等　所得割：0.21％　均等割：1,000円　平等割：600円

　令和8年度は基金を500万円取崩し保険税率等の上昇緩和を図ります。

所得
100万円
200万円
300万円
400万円

一人あたりの平均課税額

所得
100万円
200万円
300万円
400万円

一人あたりの平均課税額

※均等割：加入者人数を乗じて課税されるもの
※平等割：1世帯につき課税されるもの

　り、その時点では2方式(所得割+均等割)となる見込みであること。
・県内の保険税率等の統一に向けて令和15年度には神奈川県が指定する税率等で運営していくこととな

・平等割を課税すると単身世帯の負担が増え、複数世帯の負担が減ることとなるが、現在二宮町の国民
　健康保険加入世帯は2/3以上が単身世帯であること。
・現時点で国民健康保険の世帯人数は最大で6人であり、2方式と3方式を比べた場合、最大で年1,800
　円の負担増のため、生活に大きな影響は与えないと考えられること。

基金(500万円有) 基金なし
差額

3方式

67.54%

24.84%

5.92%

1.22%

0.31%

0.17%

影響額 加入割合(4/1時点)

　子ども・子育て支援金の算定にあたっては、町判断で2方式(所得割+均等割)または3方式(所得割+均等
割+平等割)のいずれかの方法を選ぶことができます。
　当町においては下記理由により2方式とさせていただきたいと思います。
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